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Ⅲ 各表の記載の仕方 

 

別表一の二(一) 「各連結事業年度の連結所得に係る申告書－普通法人（特定の 

医療法人を除く｡)の分」の申告書 

 

１ この表の用途 

 この表は、普通法人である連結親法人が、連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に使用します。 

  ただし、措置法第68条の100第１項 ((特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例))に係る措置法第67条の２

第１項 ((特定の医療法人の法人税率の特例)) の規定により承認を受けた医療法人である連結親法人が連結確定申告等

をする場合には、別表一の二㈢の申告書を使用してください。 

２ 各欄の記載要領 

 ⑴ 一般の場合 

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「連結親法人名」及び「代

表者自署押印」 

  必ずフリガナを付けてく 

ださい。この場合、正本に

は必ず代表者が自署押印し

てください。 

「同非区分」 別表二の「判定結果６」で判定した区分を○で囲んで表

示します。 

 

「旧納税地及び旧法人名

等」 

 当期中に連結親法人の納税地若しくは法人名に異動があ

った場合又は合併法人が被合併法人（連結親法人であった

法人）の最後連結事業年度の申告をする場合には旧納税地

又は旧法人名（被合併法人名）を、本店又は主たる事務所

の所在地と納税地とが異なる場合には本店又は主たる事務

所の所在地を記載するなど参考となる事項を記載します。 

 

「※税務署処理欄」   記載しないでください。 

 

 

 税務署から送付する用紙以外の用紙を使用しているた

め、翌連結事業年度以降、別表セット等の送付が不要な場

合は、「否」欄に○をします。 

 現在、「送付不要」としている連結親法人が、翌連結事業

年度以降、別表セット等の送付が必要となった場合は、「要」

欄に○をしてください。 

 

  税理士法第30条 ((税務代理の権限の明示))又は第33条の

２ ((計算事項、審査事項等を記載した書面の添付))に規定

する書面を申告書に添付する場合には、該当する欄に○を

してください。 

 

「連結事業年度分の 申

告書」 

 空欄には、連結確定申告書と連結中間申告書との区分に

応じてそれぞれ「連結確定」又は「連結中間」と記載しま

す。 

 なお、期限後申告書である場合には、「期限後連結確定」

と記載してください。 

 この申告が連結中間申告

書である場合には、更に、 

  

「 連結中 平成 年  

間申告  月 日 

の場合 平成 年  

の計算  月 日 

期間       」 

  

にその計算期間を記載して

ください。 

要 

税理士法第30条        税理士法第33条 

の書面提出有        の２の書面提出有 

否 
別 表 等 

送付要否 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「リース特別控除取戻税

額５」 

 法第４条の５第１項((連結納税の承認の取消し等))の規

定により法第４条の２ ((連結納税義務者))の承認を取り消

された日の前日の属する連結事業年度で、次に掲げる規定

の適用により法人税額に加算することとされる金額がある

場合には、その金額についてもこの欄に記載してください。 

① 措置法第68条の９第11項 ((連結納税の承認を取り消さ

れた場合の試験研究費の額に係る法人税額)) 

② 措置法第68条の10第５項 ((連結納税の承認を取り消さ

れた場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法

人税額)) 

③ 措置法第68条の11第７項 ((連結納税の承認を取り消さ

れた場合の中小連結法人の機械等に係る法人税額)) 

④ 措置法第68条の12第７項 ((連結納税の承認を取り消さ

れた場合の事業基盤強化設備に係る法人税額)) 

⑤ 措置法第68条の13第４項 ((連結納税の承認を取り消さ

れた場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る

法人税額)) 

⑥ 措置法第68条の14第７項 ((連結納税の承認を取り消さ

れた場合の沖縄の特定中小連結法人の経営革新設備等に

係る法人税額)) 

⑦ 措置法第68条の15第12項 ((連結納税の承認を取り消さ

れた場合の情報通信機器等に係る法人税額)) 

 この場合、その金額の計

算に関する明細を別紙に記

載して添付してください。 

「法人税額計10」  措置法第68条の67第１項に規定する使途秘匿金の支出が

ある場合には、使途秘匿金の支出の額の40％相当額をこの

欄の上段に外書として、記載します。 

 この場合、「控除税額12」

及び「差引連結所得に対す

る法人税額13」の欄の記載

に当たっては、この外書き

をした金額を「10」に含め

て計算します。 

「仮装経理に基づく過大

申告の更正に伴う控除法

人税額11」 

 当期が仮装経理に基づく過大申告の更正があった日の属

する連結親法人事業年度（法第15条の２第１項に規定する

連結親法人事業年度をいいます｡)開始の日から５年以内に

開始した連結事業年度であり、かつ、その更正の通知書に

記載された繰越控除される法人税額のうち前期以前の法人

税額からまだ控除されていない金額がある場合に、その金

額を記載します。 

 

「差引連結所得に対する

法人税額13」 

 この金額が100円未満となる場合又はマイナスとなる場

合は記載しないでください。 

 

「連結中間申告分の法人

税額14」 

 この申告が連結確定申告である場合に連結中間申告によ

り納付すべき中間納付額（平成14年７月改正法附則第21条

第３項の規定により連結中間申告により納付すべき中間納

付額とみなされるものを含みます｡）を記載します。 

 

「差引確  連結中間申 

定法人  告の場合は 

税額   その税額と 

     し、マイナ 

⒀－⒁  スの場合は、 

⒄へ記入   15」 

 この金額が100円未満となる場合又はマイナスとなる場

合は記載しないでください。この場合のマイナスの金額は

「連結中間納付額17」に記載します。 

 

「この申告による還付金

額」の各欄 

 この申告が連結確定申告であり、かつ、所得税額等の還

付金額、連結中間納付額の還付金額又は連結欠損金の繰戻

しによる還付請求税額がある場合に、それぞれの金額を記

載します。 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「連結欠損金の繰戻しに

よる還付請求税額18」 

 この申告が修正申告でなく当初の申告である場合には、

還付請求書の「還付金額」をこの欄の外書に移記します。 

 当期が平成14年４月１日

から平成18年３月31日まで

の間に終了する連結事業年

度である場合には、連結親

法人について解散等（適格

合併による解散及び合併類

似適格分割型分割後の解散

を除きます｡）の特別な事実

があるときを除き、法第81

条の31((連結欠損金の繰戻

しによる還付)) の規定の適

用を受けることができませ

んので注意してください。 

「⑴の金額又は800万円× 

  相当額のうち少ない金 

 

額30」から「連結所得金額 

32」までの各欄 

 当期末における資本の金額若しくは出資金額が１億円以

下の連結親法人又は出資を有しない連結親法人（相互会社

を除きます。）の場合に記載します。 

 当期末における資本の金

額又は出資金額が１億円を

超える連結親法人及び相互

会社の場合には、「その他の

法人の場合33」に記載し、

この欄には記載しないでく

ださい。 

「⑴の金額又は800万円× 

  相当額のうち少ない金 

 

額30」 

 分子の空欄には、当期の月数（暦に従って計算し、１月

未満の端数は切り上げます。）を記載します。 

 なお、この算式により計算した金額に1,000円未満の端数

がある場合には、その端数を切り捨てた金額を記載します

が、その端数が「１」の連結所得金額の1,000円未満の端数

より多いときは、その端数を切り上げた金額を記載します。 

 

「(30)の24％叉は22％相当

額 34」から「法人税額 37」

までの各欄 

 次の連結事業年度に応じそれぞれ次の税率を乗じて計算

した金額を記載します。 
 

連結事業年度 「34」欄 「35」、「37」欄 

平成16年３月31日以前に開

始した連結事業年度 
24％ 32％ 

平成16年４月１日以後に開

始する連結事業年度 
22％ 30％ 

  

 

「還付を受けようとする

金融機関等」 

 「計19」の還付金額について、取引銀行などの預貯金口

座への振込みを希望される場合は、その取引銀行等の名称、

預貯金口座名及びその口座番号を記載してください。日本

郵政公社の通常貯金口座への振込みを希望される場合は

「貯金記号番号」にその通常貯金口座の記号番号のみを、

郵便局窓口での受取を希望される場合は支払を受けようと

する郵便局名のみを記載してください。 

連結欠損金の繰戻しによ

る還付請求税額があるとき

は、別に還付請求書の提出

が必要です。 

 

 ⑵ 修正申告の場合 

   ⑴によるほか、次により記載します。 

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「連結事業年度分の 申 

告書」 

 空欄には、連結確定申告書と連結中間申告書との区分に

応じてそれぞれ「修正連結確定」又は「修正連結中間」と

記載します。 

 

12 

12 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「連結中間申告分の法人

税額14」 

 この申告前の連結確定申告等において連結中間納付額

（平成14年７月改正法附則第21条第３項の規定により連結

中間申告により納付すべき連結中間納付額とみなされるも

のを含みます｡）の還付金額がある場合にも、その還付金額

を控除する前の連結中間申告分の法人税額を記載します。 

 

「所得税額等の還付金額

16」又は「連結中間納付額

17」 

 既に還付を受けているか

どうかに関係なく記載しま

す。 

「連結欠損金の繰戻しに

よる還付請求税額18」 

 

 

 既に還付を受けている場合には、この修正申告により確

定した連結欠損金額を基礎として計算される還付を受ける

べき金額を本書に記載しますが、この場合、既に還付を受

けた金額のほか、その還付に際し還付加算金の支払を受け

ているときは、この申告による還付金額に対応する還付加

算金の額を含めて記載します。 

(例) 

 既に還付を受けた金額 

500,000円 

 同上の還付加算金 

30,000円 

 修正申告による還付金額 

300,000円 

 還付を受けるべき金額に

対応する還付加算金 

 

 

＝18,000円 

 この欄に記載する金額 

300,000円＋18,000円 

 ＝318,000円 

「法人税額23」 

 

この申告前の申告書の「15」の金額を記載しますが、こ

の申告が更正又は決定後初めてのものである場合には、更

正決定通知書の「更正又は決定の金額」の「差引連結所得

に対する法人税額」の金額から連結中間申告分の法人税額

を控除した金額を記載します。 

 

「還付金額24」 

 

 この申告前の申告書の「16」及び「17」の金額に、既に

還付された連結欠損金の繰戻しによる還付金額を加算した

金額を記載しますが、この申告が更正又は決定後初めての

ものである場合には、更正決定通知書の更正又は決定後の

還付所得税額等の金額と還付金額との合計額を記載しま

す。 

 連結欠損金の繰戻しによ

る還付金額につき還付加算

金の支払を受けている場合

には、その還付加算金の額

を含めて記載します。 

「この申告により納付す

べき法人税額又は減少す

る還付請求税額25」 

 

 「15」、「19」及び「この申告が修正申告である場合」

の各欄のうち記載金額のある欄に応じて、次の金額を記載

します。この場合、その金額が100円未満となるときは記載

しないでください。 

⑴ 「15」と「23」とがある場合には、「15」の金額から

「23」の金額を控除した金額 

⑵ 「15」と「24」の本書とがある場合には、「15」の金

額と「24」の本書の金額との合計額 

⑶ 「19」の本書と「24」の本書とがある場合には、「24」

の本書の金額から「19」の本書の金額を控除した金額 

 

「連結欠損金の繰戻しに

よる還付請求税額18」から

「この申告により納付す

べき法人税額又は減少す

る還付請求税額25」までの

外書 

 

 各欄の外書は、この申告が連結欠損金の繰戻しによる還

付金額が過大であったことによる修正申告であり、かつ、

その繰戻しによる還付が行われていない場合に限り、次に

より記載します。 

⑴ 「18」及び「19」には、この申告による減少後の還付

請求税額を外書きします。 

⑵ 「24」には、この申告前の還付請求税額を外書きしま

す。 

⑶ 「25」には、「24」の外書の金額から「19」の外書の

金額を控除した金額を外書きします。 

 

 

30,000円 
300,000円 

500,000円 
× 




